
                                                                                    

 

株式会社 北燦食品 と 札幌市は、「安全・安心な食の
まち・さっぽろ」の創造を目指し、食の安全確保と消費
者への信頼の向上に向け、以下のとおり連携・協働して
取り組みます。 
株式会社 北燦食品は、これまで進めてきた食の安全確保と消費者へ
の信頼の向上に係る各種取組のうち、次の基本項目に係る取組みにつ
いて、より一層積極的かつ自主的に取り組みます。 

丸谷 智保 秋元 克広 

株式会社 北燦食品 
代表取締役 

札幌市 
市 長 

令和５年７月１９日 
（当初締結日：平成 26年 1月 18日） 

株式会社 北燦食品と札幌市によるさっぽろ食の安全・安心推進協定 

（第 130009号） 

●HACCPの概念に基づく衛生管理・品質管
理に関して、HACCPシステムを維持・継
続し、「北海道 HACCP自主衛生管理認証
制度」を継続更新します。 

●新人従業員は必ず入社時に安全衛生教育
を行い、受講後に現場作業に従事します。 

札幌市は、本協定について消費者及び事業者の理解と協力を得るこ
とができるよう、広報などの支援を積極的に行います。 


